
　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために
　基本施策１　子どもの育ちを応援する事業

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

1
児童の権利に関する啓
発

子どもの保護と基本的人権の尊重を促進するこ
とを目的とした「子どもの権利条約」の啓発・普及
に努める。

子どもの保護と基本的人権の尊重を促進
することを目的とした「子どもの権利条約」
の啓発・普及に努めるため、市ＨＰや子育て
情報誌にて周知、啓発を行った。

Ｂ こども支援課

運営を委託している地域子育て支援セン
ターにおいて、子育てに関する講座などを
実施した。

Ｂ こども支援課

講座数　9講座
回数　82回
延べ参加者数　1116人
主な事業：子育て応援講座、親子でリトミッ
ク、めだか学級等

Ｂ 中央公民館

また、小・中学校入学前の子どもを持つ保護者に
対し「就学時健康診断」や「入学説明会」等の機
会を利用して、家庭教育や思春期に関する学習
機会を提供し、家庭の教育力の向上を図るととも
に、明日の親となる中学生を対象に子育てに関す
る講座を実施する。

子育て講座Ａ、子育て講座Ｂを中止、子育
て講座Ｃを廃止した。

Ｄ

子育て講座ＡＢについては、コロナ
禍を経て就学時健康診断や入学説
明会の実施方法が変更されたため、
以前と同様に実施することは困難な
状況である。

こども支援課

3
児童センター事業の充
実

指定管理者制度による事業受託者と連携し、子
どもに豊かな生活を提供できるようスポーツ、文
化、レクリエーション等の多彩なプログラムを展開
する。また、プログラムの策定に当たっては、子ど
もの参画を推進する。

新座市児童センター及び福祉の里児童セ
ンターの運営、管理を指定管理者のNPO
法人に委託した。

・新座市児童センター
利用者数：63,072人
主な事業：「こども参画事業（かえっこバ
ザール、かえっこ　こども会議）」「アウトリー
チ事業（どこでも児童館）」「要支援児童事
業（緊急食糧支援、フードパントリー、ほっ
こりごはん）」など
事業開催回数・参加者数：延べ1,4４７回、
2６,３５５人

・福祉の里児童センター
利用者数：３５，７９３人
主な事業：「子どもの遊びと学び事業（里の
ソトプレ！、親子で遊ぼうminiぐんぐん、ぐ
んぐん運動会）」「要支援児童事業（はぁと
ＢＯＸ、フードパントリー）」「親子のサークル
活動事業（里のなかまほいく）」など
事業開催回数・参加者数：延べ1,１９４回、
１４，１２０人

Ｂ こども支援課

4
子育て家庭への優待
カードの配布（パパ・マ
マ応援ショップ事業）

妊娠中又は１８歳未満の子どもがいる家庭に対し
て、協賛店舗で商品割引等が受けられる優待
カードを配布するとともに、事業に協力をする協
賛店舗の受付を行う。

パパ・ママ応援ショップ優待カードを発行し
た。
LINE版での取得を優先的に案内した。

Ｂ こども支援課

5 こども医療費の助成
必要な医療を安心して受けられるよう、子どもが
医療機関にかかった際に窓口で支払う保険診療
の自己負担分を助成する。

必要な医療を安心して受けられるよう、
R6.6月診療分までは通院は15歳年度末
まで、入院は１８歳年度末まで、R6.7月診
療分からは通院・入院どちらも１８歳年度末
までの子どもが医療機関にかかった際に窓
口で支払う保険診療の自己負担分を助成
した。

支給件数　347,278件
支給額　684,595,443円

Ａ

計画策定当初、医療費助成の対象
年齢は通院・入院どちらも１８歳年度
末までであり、通院の対象年齢を令
和３年度に１８歳年度末から１５歳年
度末までに縮小したが、令和６年７
月から１８歳年度末までに拡大した。

こども給付課

6 児童手当の支給
児童手当を支給することにより、家庭生活の安定
と子どもの健全な育成を図る。

家庭生活の安定と子どもの健全な育成を
図るため、中学生までの児童を養育する者
に児童手当を支給した。
児童手当の制度改正に伴い、令和６年１０
月以降は①所得制限を撤廃、②支給期間
を高校生年代まで延長、③第３子以降の支
給額を30,000円へ増額、④支払回数を
偶数月の年６回（２か月分／回）へ増加に
拡充した。

支給件数　228,479件
支給額　2,622,110,000円

Ａ

児童手当の制度改正に伴い、令和６
年１０月以降は①所得制限を撤廃、
②支給期間を高校生年代まで延長、
③第３子以降の支給額を30,000円
へ増額、④支払回数を偶数月の年６
回（２か月分／回）へ増加に拡充し
た。

こども給付課

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

2
子育て関連講座の充
実

乳幼児期の子どもの成長に関わる正しい知識や
親の役割、家庭環境づくりなど育児に関する学習
機会の提供に努める。
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7 小児医療の充実
夜間や休日においても小児科医を確保する体制
を構築するため、小児救急医療支援事業として
の当番病院に対し、運営費の一部を補助する。

地域住民の小児救急医療の確保のため、
朝霞保健所管内６市１町の協定に基づき、
補助を行った。

Ｂ 保健センター

8 医療情報の提供
広報紙及び市ホームページなどで休日診療・救
急病院等の情報を提供する。

保健センター発行の健康応援ガイドや市
ホームページ等において、休日診療及び救
急病院等の情報の提供を行った。

Ｂ 保健センター

9
児童・生徒の健康の維
持及び増進

市立小・中学校において、健康観察、保健調査や
健康診断等に基づく健康相談を実施する。

4月～6月に、児童・生徒の健康診断を実
施した（23校）。
（身長・体重・視力の測定、学校医及び学校
歯科医による内科・眼科・耳鼻科・歯科の
健康診断、尿検査、脊柱側わん症検診、心
臓検診、結核検診）

Ｂ 学務課

乳幼児健診や育児学級等において、保護者に対
して望ましい食生活及び食育に関する情報を提
供する。

育児学級で、栄養士の講義、離乳食サンプ
ルの展示等を実施した。
乳幼児相談(12回)実施時に、栄養士相談
を実施した。
3～4か月児健診、9～10か月児健診は個
別健診のため、電話相談で栄養士相談を
実施した。
1歳6か月児健診(24回)、3歳児健診(24
回)は、集団健診実施時に栄養士相談を実
施した。

利用者数　延べ537名

3歳児健診時の栄養士及びにいざ食育推
進リーダーによる食育紙芝居は休止した。

Ｃ

保育の調整ができず、育児学級の調
理実習は中止した。
乳幼児相談は感染症予防対策を講
じつつ、予約制で定員を定めて実
施。
3～4か月児健診、9～10か月児健
診は個別健診で実施。
1歳6か月児健診、3歳児健診は、集
団健診で実施。

3歳児健診は集団健診となったが、
参加者が滞留しないように受付時間
を区切って実施したため、紙芝居を
みる時間がとれなくなったため、紙芝
居は休止。

保健センター

市内幼稚園・保育園の子どもとその保護者に対
し、栄養士によるエプロンシアター（エプロンを舞
台にした人形劇）を行うことにより、日常の正しい
食習慣を形成する。

公立保育園３園でエプロンシアターを実施
した。（隔年で全園実施）

Ｂ 保育課

市内幼稚園・保育園の子どもとその保護者に対
し、栄養士によるエプロンシアター（エプロンを舞
台にした人形劇）を行うことにより、日常の正しい
食習慣を形成する。

希望する市内幼稚園4園、子育て支援セン
ター3か所でエプロンシアターを実施した。
５６７名参加

Ｂ 保健センター

市内小・中学校では、朝食欠食率の減少を目指
し、栄養等について学ぶ場の充実を図る。また、
保健、教育の連携により食に関する学習機会や
情報提供を行う。

子どもたちが、食に関する正しい知識と望
ましい食習慣を身に付けさせることができ
るように、農業体験の実施や、地域の協力
を得ながら、朝食欠食率の減少を目指し、
栄養等について学ぶ場の充実を図った。

Ｂ 教育支援課

11
乳幼児の栄養相談・栄
養指導の実施

乳幼児健診や乳幼児相談において、栄養士によ
る相談、指導及び食育啓発を行い、乳幼児の家
庭での食事を通した健康づくりや食育の支援を
行う。

乳幼児相談(12回)実施時に、栄養士相談
を実施した。
3～4か月児健診、9～10か月児健診は個
別健診のため、電話相談で栄養士相談を
実施した。
1歳6か月児健診(24回)、3歳児健診(24
回)は、集団健診実施時に栄養士相談を実
施した。

利用者数　延べ537名

3歳児健診時の栄養士及びにいざ食育推
進リーダーによる食育紙芝居は休止した。

Ｃ

乳幼児相談は感染症予防対策を講
じつつ、予約制で定員を定めて実
施。
3～4か月児健診、9～10か月児健
診は個別健診で実施。
1歳6か月児健診、3歳児健診は、集
団健診で実施。

3歳児健診は集団健診となったが、
参加者が滞留しないように受付時間
を区切って実施したため、紙芝居を
みる時間がとれなくなったため、紙芝
居は休止。

保健センター

12
子どもの放課後居場所
づくりの推進

小学校施設（教室や校庭など）を活用し、地域の
方々の協力を得ながら、子どもたちが安全・安心
に集える居場所をつくる。学習や遊び、体験・交
流活動などの機会を提供することにより、子ども
たちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれ
る環境づくりを推進する。

市内全１７小学校で実施した。
また、長期休業日は１日開室した。
登録児童数：３，320人
延べ開室日数：３，527日
延べ参加人数：８7，０71人

Ｂ 生涯学習スポーツ課

健全な食生活や食品ロ
ス削減等を含めた食育
事業
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13

子どもの放課後居場所
づくり事業における特
別な配慮を必要とする
児童の受入れ

障がいのある児童や虐待・いじめを受けた児童、
日本語能力が十分でない児童等、特別な配慮を
必要とする児童が安心して過ごすことができる居
場所を提供する。
そのために、特別な配慮を必要とする児童の保護
者や学校等と話合いを行うとともに、専門的な知
識の習得を図るための研修を実施する。

必要に応じて児童の保護者や学校等と話
し合いを行った。

Ｂ 生涯学習スポーツ課

14
放課後児童保育室事
業の内容の充実

「遊びの場」、「生活の場」としての役割を向上さ
せるため、外部の専門家や地域のボランティア団
体を招き、読み聞かせや紙芝居などのイベントを
実施する。
また、こうした取組を地域に広く周知するため、年
間スケジュールや実施結果を市ホームページに
おいて公表する。

一部の保育室において、外部の専門家や
地域のボランティア団体を招き、読み聞か
せや紙芝居などのイベントを実施した。

Ｂ 保育課

校庭などの共有活動スペースで一緒に活
動するときは、支援員とコーディネーターと
の相互見守りを実施した。
避難訓練は合同避難訓練を実施し、タグラ
グビーやアンサンブルなど合同でのイベン
トも実施した。
教育委員会との意見交換会は定期的に実
施している。

Ｂ 保育課

校庭を始めとする共有活動スペースにお
いて、放課後児童保育室とココフレンドで
の相互見守りを行った。
また、可能な範囲でイベントや避難訓練を
合同で実施した。
運営委員会及び実行委員会を開催し、情
報共有・連携の強化を図った。

Ｂ 生涯学習スポーツ課

市内大学やNPO 等と連携して、「子ども大学に
いざ」を開講し、子どもの知的好奇心を満足させ
る学びの場を提供する。

令和6年８月7日（木）、8日（木）
９時～１１時５０分（７日）、９時～１１時２０分
（８日）
３9人参加（７日）、３9人参加（８日）
十文字学園女子大学
講義１　【はてな学】ペットボトルロケットを
飛ばして遊ぼう！
講義２　【ふるさと学・生き方学】埼玉県版Ｓ
ＤＧｓボードゲーム

Ｂ 生涯学習スポーツ課

文化芸術活動に子どもが喜んで参加する仕組み
づくりを行う。

市民まつり文化祭にて、令和６年度より芸
術展の出品要項の年齢制限を小学生以上
に緩和し、実施した。
また、令和６年度は「俳句大会小中学生部
門」を実施し、優秀作品は市民ギャラリーに
て展示を行った。
俳句大会小中学生部門作品数は、２，５６２
句となった。

Ｂ 生涯学習スポーツ課

15
放課後児童保育室と子
どもの放課後居場所づ
くり事業の連携

放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験・活動
ができるように、放課後児童保育室及び放課後
居場所づくり事業（ココフレンド）の整備を計画的
に進め、両事業を実施する同一小学校において、
校庭を始めとする共有活動スペースでの相互見
守りによって遊び等の活動や合同避難訓練を実
施する。

また、教育委員会、福祉部局及び両事業関係者
などを委員等とする運営委員会、実行委員会及
び意見交換会を定期的に開催し、情報共有・連携
の強化を図る。

16
知的好奇心を伸ばす取
組の推進
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17
体力低下予防及び運
動を通じた人間形成の
取組

指定管理者制度による事業受託者と連携し、幼
児期から学童期における体力低下予防や、運動
を通じた人間形成を築くことを目的とした体操教
室を開催する（KidsStar Project）。

市民総合体育館にて年中、年長を対象とし
て、リズム体操、小学１～４年生を対象とし
てヒップホップダンス教室を実施した。リズ
ム体操、ヒップホップ教室共に２コースずつ
（５月コース４回、６月コース４回）実施し延
べ人数２３０名が参加した。

Ｂ 生涯学習スポーツ課

地域の外国人との交流を通して、異文化理解を
深めるとともに、コミュニケーション能力の育成を
図る。

教育課程特例校の指定廃止により、第1・2
学年は年間10時間、第3・4学年は年間35
時間の外国語活動を実施した。第5・6学年
は教科として年間70時間の外国語を実施
した。

Ｂ 教育支援課

自然保護やリサイクルなどの資源の再利用につ
いての理解を深め、環境やアメニティに配慮する
などの環境教育を推進する。

自然保護やリサイクルなどの資源の再利用
についての理解を深め、環境やアメニティ
に配慮するなどの環境教育を推進した。

Ｂ 教育支援課

19
小学校第１学年への副
担任の配置

児童の基本的な学習指導や生活習慣の確立を図
るため、小学校第１学年の学級に副担任を配置す
る。

児童数に応じて小学校１1校に合計で13名
の副担任を配置した。

Ｂ 学務課

20 教育相談事業の充実
学校カウンセラー等との連携を一層密にし、教育
相談の充実を図る。

教育相談室に教育相談員５名と学校カウン
セラー3名、スクールソーシャルワーカー3
名を配置し、特に学童期･思春期における
心の問題について電話や来談による相談
体制の充実を図った。

Ｂ 教育相談センター

21
教育的支援が必要な
生徒への配慮

通常学級に在籍している特別な教育的支援を必
要とする児童・生徒への支援について、指導及び
助言する巡回相談カウンセラーを学校に派遣す
る。

巡回相談カウンセラー派遣を学校の要請に
従い６０回実施した。

Ｂ 教育相談センター

教育相談員と学校カウンセラーが電話・来室相談
やカウンセリングを行い、必要な場合は、学校訪
問や家庭訪問も行う。

教育相談室に教育相談員５人と学校カウン
セラー３人、スクールソーシャルワーカー3
名を配置し、特に学童期･思春期における
心の問題について電話や来談による相談
体制の充実を図った。

Ｂ 教育相談センター

地域の大学の臨床心理系学部等と連携すること
により、大学生をピア・サポーターとして各学校等
に派遣し、不登校児童・生徒、集団不適応児童・
生徒への支援活動を行う。また、大学教授がスー
パーバイザーとして専門的な
立場から教員等に指導助言を行う。

引き続き、地域の大学の臨床心理学系、教
員養成系学部と連携し、大学生・大学院生
をサポーターとして各学校等に派遣し、不
登校児童生徒・集団不適応児童生徒への
支援活動を行った。

Ｂ 教育相談センター

23
乳幼児健康診査時の
絵本の配布

絵本の読み聞かせを通じて親子のふれあいを深
めるよう、乳幼児健康診査の機会に、赤ちゃんと
保護者にメッセージを伝えながら絵本をプレゼン
トする。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、集団検診で行われていた乳幼児健康
診査が個別健診となり、絵本の読み聞かせ
の提供場所がなくなったため、令和５年度
に引き続き令和６年度も中止となった。
代替として、おすすめの乳幼児絵本のリス
トを配布した。
また、赤ちゃんおはなし会を実施した。

Ｃ

対面で赤ちゃんと保護者に、絵本の
読み聞かせを通じて親子のふれあ
いを深めるというメッセージを伝える
ことが本事業の目的であり、絵本の
配布の機会はなかったが、代替事業
として赤ちゃんおはなし会を実施し、
子どもの読書に関する啓発を行っ
た。

中央図書館

22
登校支援が必要な生
徒への配慮

18
国際理解教育及び環
境教育の推進
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　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために
　基本施策２　幼児教育・保育事業

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

1
待機児童解消に向けた
取組

待機児童解消のため、定員が不足している年齢
層等を把握し、ニーズに合わせた施設整備を行
う。

待機児童が減少傾向のため、整備実績は
ないが、必要に応じて整備を進める方針と
した。

Ｂ 保育課

2
保育士確保のための取
組

保育士確保のため、保育士就職相談会や、処遇
改善等の取組を実施する。

保育士確保のため、法人保育園が参加す
る就職相談会を実施した。
また、保育士の処遇改善のため、保育士宿
舎借上支援事業補助金を実施した。

・就職相談会（開催実績）
　令和6年8月20日（火）新座市民会館
・保育士宿舎借上支援事業補助金（実績）
　実施園1２園　対象者２０人
　決算額９，００４，０００円

Ｂ 保育課

3
外国にルーツを持つ子
ども等への支援

海外から帰国した子どもや、外国籍の子どもたち
が教育・保育施設を円滑に利用できるよう、教
育・保育施設を運営する事業者や、幼稚園教諭、
保育士に対して、通訳ボランティアの紹介や、外
国の文化・習慣・指導上の配慮すべき点に関する
研修を実施する。

日本語の理解が困難である園児及び保護
者とのやり取りについては、保育士が翻訳
機器を活用しながら、コミュニケーションを
とって保育を行った。
通訳を行う保育支援者の配置については、
各保育現場において、通訳支援者が必要
かどうかを見ながら、配置することについて
検討した。

Ｂ 保育課

4
幼稚園における長時間
預かりの促進

幼稚園利用の推進、保育園の待機児童解消、子
育て家庭の就労機会拡大のため、幼稚園教育時
間の前後や春季･夏季及び冬季休園時に預かり
保育を実施する市内私立幼稚園に対し、人件費
等の補助を行う。

保護者の就労・疾病等により、日中保育に
欠ける幼児に対し、幼稚園教育時間の前
後や春季・夏季及び冬季休園時に預かり
保育を実施した。
市内幼稚園４か所

Ｂ 保育課

5
保育園における幼児教
育の充実

保育園から小学校の教育へ円滑に移行できるよ
う、保育園における幼児教育の充実を図る。

保育園から小学校の教育へ円滑に移行で
きるよう、保育園における幼児教育の充実
を推進した。

Ｂ 保育課

6 産休明け保育の充実
出産後の養育者の就労と子育ての両立支援を図
るため、産休明け保育事業の充実を図る。

認可保育園62園中19保育園で産休明け
保育を実施した。

Ｂ 保育課

7 延長保育の充実
保護者のニーズに対応するため、延長保育の充
実を図る。

保護者の就労形態の多様化、通勤時間の
増加に伴う保育時間の延長に対する需要
に対応するため、保育園等での保育時間を
延長して児童の預かりを行った。
令和6年
延べ公立保育園児童利用数 2,614人

Ｂ 保育課

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した
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　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために
　基本施策２　幼児教育・保育事業

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

8 休日保育の充実
休日の保育の需要に対応するため、保育園にお
ける休日保育事業の充実を図る。

新座保育園で実施予定であったが、保育
士不足により、保育の実施ができないた
め、職員が採用できるまで休止とした。

Ｄ
保育士不足により、保育の実施がで
きないため、職員が採用できるまで
休止とした。

保育課

9
夜間の預かり事業の実
施検討

保護者の就労などにより、夜間の保育を必要とす
る子育て家庭のために夜間預かり事業の実施を
検討する。

実績なし　→　夜間預かり事業の実施を検
討した。

Ｂ 保育課

10
病児・病後児保育の充
実

病後児保育事業の充実を図るとともに、病児を対
象とした預かり事業の導入を検討する。

児童が病気の回復期にあり、保育園等で
の集団保育が困難な期間、当該児童を病
院、保育園等に付設された専用スペースで
看護師等が一時的に保護を行った。

Ｂ 保育課

11
教育・保育施設におけ
る一時預かり事業の充
実

保護者のニーズに対応するため、一時預かり事
業の充実を図る。

【幼稚園型】
　幼稚園又は認定こども園に在籍する満３
歳以上の児童で、教育時間の前後又は長
期休業日等に当該幼稚園又は認定こども
園において一時的に保育を行った。

【一般型・余裕活用型】
　保護者の急病や断続的勤務・短時間勤
務等の勤務形態の多様化等に伴い、一時
的に家庭において保育を受けることが困難
となった乳幼児又は幼児について、主とし
て昼間において保育園その他の場所で一
時預かりを行った。

Ｂ 保育課

12
保育サービス評価の仕
組みの導入検討

保育サービスの評価等の仕組みの導入につい
て、検討を進める。

福祉施設第三者評価の成果・結果の採用
に努めた。

Ｂ 保育課

13
家庭保育室委託事業
の実施

緊急的な保育施設の利用希望があった場合な
ど、突発的な保育の受け皿となる家庭保育室へ
の保育事業の委託を実施する。

保護者の就労・疾病等により、保育に欠け
る乳幼児の保育業務を保育室に委託し、実
施する。
市内保育室1か所
令和6年度利用乳幼児延べ60名

Ｂ 保育課

14
家庭保育室の小規模
保育事業への移行推
進・支援

埼玉県による家庭保育室事業が令和元年度末に
終了となる見込みであることから、各保育室の小
規模保育事業への移行推進・支援を行う。

市内家庭保育室が１園のみとなっており、
該当施設が小規模への移行を希望してい
ないため、移行支援は実施していない。

Ｄ
市内家庭保育室が小規模への意向
を希望していないため。

保育課

15

認定こども園等への移
行を目指す私立幼稚
園における預かり保育
の促進支援

幼保連携型認定こども園等への移行に向けて、
私立幼稚園が行う長時間預かり保育の運営費に
対する補助を行う。

幼保連携型認定こども園等への移行に向
けて、私立幼稚園が行う長時間預かり保育
の運営費に対する補助を行った。

Ｂ 保育課
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　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために
　基本施策３　児童虐待防止に向けた取組

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

代表者会議：１回
代表者研修会：１回
実務者会議：12回
個別ケース検討会議：7回

Ｂ こども支援課

毎月の要保護児童対策地域協議会実務者
会議に出席した。
また、随時、関係機関との連携や適切な対
応を図った。

Ｂ 保健センター

毎月の要保護児童対策地域協議会実務者
会議に出席した。
また、随時、関係機関との連携や適切な対
応を図った。

Ｂ 教育相談センター

いじめや虐待などの暴力から身を守る方法を実
践的に学ぶためのＣＡＰプログラムを実施する。

教育・保育に携わる職員を対象に児童虐待
を疑う事象や発生時の現場対応を主眼に
置いた講演を実施した。

Ｂ こども支援課

民生委員・児童委員などが参加する学校懇談会
で情報交換を行い、地域での要保護児童の見守
りなどで連携を図る。

市内各小・中学校の教員と地域の民生委
員・児童委員との懇談会による情報交換
と、その後における地域での要保護児童の
見守りなどの連携を図った。

Ｃ
教職員の業務負担軽減のため、管
理職や特に連携が必要な担任が懇
談し、連携を図った。

教育支援課

2 里親家庭への支援
養育技術の向上及び会員の交流を図るため、所
沢児童相談所と協力し、里親に対して研修や交
流の場を提供する。

市内里親の研修や交流の場を提供した。
５月２４日：地区定期総会
１１月２３月：親睦研修会
１月１８日：朝霞地区四市里親会合同研修
会

Ｂ こども支援課

3
どならずにほめて育て
る子育て練習法の普及

どなったり叩いたりせずにしつけられるコミュニ
ケーション方法を、「親がまなぶ子育て練習法」の
プログラム（児童虐待予防策の一つとして、暴力
や暴言によらない育児方法の普及を図る）におい
て伝えることで、子育てを支援し、ひいては児童
虐待を予防する。

暴力や暴言によらない育児方法の普及を
目指す。
前期：５月２１日～６月２５日
後期：9月17日～10月22日
（全6回、受講者１０名）

Ｂ こども支援課

地域子育て支援センター及び利用者支援
事業（基本型）において、子育てに関する相
談に対応する上で、必要に応じて関係機関
と連携して支援を行った。

Ｂ こども支援課

利用者支援事業（母子保健型）では、保健
センター及び市役所こども支援課窓口の２
か所で、妊娠届出及び母子健康手帳の交
付時に、専門職である母子保健コーディ
ネーターが面接交付による相談支援、電話
支援を継続して実施した。必要時、地区担
当保健師と同行訪問し、産前の支援を行っ
た。

Ｂ 保健センター

4
虐待防止のための各種
取組

地域子育て支援センターや、利用者支援事業な
どの取組により、妊娠期から子育て期までを切れ
目なく支援することで、児童虐待を予防する。

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

1
要保護児童に対する支
援

要保護児童対策地域協議会で子どもや家族への
援助の方法や対策を協議し、福祉、保健、医療、
教育、警察など関係機関が連携して適切な対応
を図る。
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　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策４　障がい児施策の充実に向けた取組

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

保育所等訪問支援サービスにより、福祉と
教育及び保育の連携は強化されている。ま
た、新座市地域自立支援協議会子ども部
会において、児童発達支援サービスに係る
会議を年３回、保育所等訪問支援サービス
に係る会議を年３回、放課後等デイサービ
スの事業所も含む全体の会議を年６回実
施し、障がい児のインクルーシブに係る課
題を含む課題抽出を行った。

Ｂ
障がい者福祉

課

保育所等訪問支援事業（令和６年度実績）
面談　        ２１件
事前訪問　  　４件
新規契約　　　４件
訪問支援　  ９２件
電話支援　　  １件

Ｂ
児童発達支援

センター（アシタ
エール）

指導員の資質向上のため、研修等を実施
した。
給食調理員研修会１５,０００円
研修委員講演会２０，０００円
障がい児保育研究会講演会２０，０００円
障がい児保育研究会事例研究会４０，０００
円

Ｂ 保育課

実績なし Ｄ 案件が発生しなかったため 教育総務課

市内在籍小・中学校への巡回相談を未就
学児にも行い、連携を図った。配慮が必要
な園児の就学の際には、保育園・幼稚園・
施設・病院等との連携を図った。特別支援
教育コーディネーター研修会、特別支援学
級等担任者研修会で各機関との連携につ
いて研修を行った。また、校長会で関係機
関との連携について呼び掛けた。

Ｂ 教育相談センター

障がいのある子どもや共に育つことの重要性に
ついて、教職員の理解を深めるために研修会等
を開催する。

特別支援教育コーディネーター研修会、特
別支援学級担任者研修会等でインクルー
シブ教育や合理的配慮について研修を
行った。

Ｂ 教育相談センター

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

1
障がいのある子ども達
への教育・保育事業の
充実

保育、教育、福祉、保健、医療の連携を強化し、
障がいのある子どもが地域の保育園、学校に通
い、共に育つことができるよう、学ぶ環境の整備
を図るとともに、施設のバリアフリー化を推進す
る。
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　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策４　障がい児施策の充実に向けた取組

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

障がい児保育の充実を図るとともに、障がい児保
育をめぐる諸問題についての研究・協議を進め
る。

障がい児保育研究会講演会及び障がい児
保育研究会事例研究会について予定どお
り実施した。

Ｂ 保育課

障がいのある子どもに関する相談に応じ、
適切なサービスの導入や教育相談等へつ
なぐことに努めた。

Ｂ 障がい者福祉課

こども支援課（家庭児童相談室を含む）で
は、適切な相談活動ができるように、障が
い者福祉課、保健センター、教育相談セン
ター等と連携を図り、相談機能の強化を
図った。

Ｂ こども支援課

保育方針に役立てるため、言語・心理・療
育３分野での有資格者による巡回相談を
希望園で実施し、障がい児保育に関してサ
ポートを行った。
R６年度：言語相談３７回、心理相談３６回、
療育相談２２回

言語相談謝礼金20,000円×３７回、
心理相談謝礼金20,000円×３６回

Ｂ 保育課

保健センターでは、適切な相談支援ができ
るように、障がい者福祉課、こども支援課、
教育相談センター等と連携を図り、相談機
能の充実を図った。

Ｂ 保健センター

2
地域における障がい児
への総合的な支援

地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援
センター（アシタエール）において、障がい児通所
支援事業及び早期療育教室を実施する。また、保
育施設や学校等に通う障がい児を支援するため
の訪問事業や、保護者からの相談に対応する体
制を整備する。

親子教室　実施日　月曜日（月２回～３回）
令和６年度実績（５月～２月）　７８組
子どもの発達に関する相談
令和６年度実績（来所・電話相談）
実件数　５８９件（延べ件数　９４２件）

Ｂ
児童発達支援

センター（アシタ
エール）

3
公立保育園との交流事
業

児童発達支援センター（アシタエール）に通う子ど
も達が、保育園の大きい集団の中で生活体験を
広げるため、生活する地域の公立保育園の希望
するクラスの保育に参加する。

児童発達支援センター（アシタエール）に通
う子ども達が、保育園の大きい集団の中で
生活体験を広げるため、生活する地域の公
立保育園で交流保育を実施した。

Ｂ 保育課

1
障がいのある子ども達
への教育・保育事業の
充実

福祉事務所や保健センター等の関係機関の相談
機能を強化するとともに、教育相談センターで
は、より気軽に相談できる体制の整備充実を図
る。
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　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策４　障がい児施策の充実に向けた取組

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

4
保育施設における加配
職員への補助

障がい児など課題のある子どもへの対応のため
に職員を加配する施設への補助を行う。

各法人保育園において、加配の必要な子ど
もに職員を加配した場合、加配職員１人当
たり月額190,000円の補助を実施する。
実施園：19園
対象児童数：67人
対象職員数：35人

Ｂ 保育課

令和３年度に設置した、当該協議の場である
新座市医療的ケア児支援事業検討会議を２回
開催した。この会議において、災害時における
個別支援計画のモデルケースを１件作成した。

Ｂ 障がい者福祉課

保健センターでは、医療的ケア児につい
て、医療機関等からの情報提供等から、適
切な支援が受けられるよう、関係機関と連
携し、支援を図った。
また、医療的ケア児支援事業検討会議に
出席した。

Ｂ 保健センター

6
発達障がい者支援員
の育成

埼玉県が実施している発達障がいの専門研修に
保育、福祉、保健等の職員が参加することによ
り、発達障がいに関する各種相談に対応できる
発達支援マネージャーを育成する。

発達支援マネージャー研修修了者０名
発達支援サポーター研修修了者１３名

Ｂ

発達支援マネージャー研修は、修了
までの履修科目が多いため、複数年
度での受講により、修了を目指す場
合がある。

障がい者福祉課

7
放課後児童保育室にお
ける障がいのある子ど
もの受入れへの配慮

保護者や学校にヒアリングを行い、指導員の加配
の必要性の検討を行うとともに、円滑な受入れを
行うため、指導員を対象とした専門的知識の習得
を図るための研修を実施する。

各指定管理者において、児童の入室に当
たり面談を実施するとともに、４月の入室の
際は利用していた保育園などにヒアリング
し、加配の必要性の検討を行った。
また、指定管理者において、障がいのある
子どもを受け入れるための研修をオンライ
ンで受講した。

Ｂ 保育課

8
発達に課題がある子ど
もへの学校における支
援

全ての市立小・中学校に特別支援教育コーディ
ネーターを配置し、発達障がいなどの課題を抱え
る生徒を支援したり、関係機関との連携を図る。

特別支援教育支援員を全小中学校に１～２
名配置した。市内全体では特別支援教育
支援員を３９名配置した。

Ｂ 教育相談センター

9
市立小・中学校への介
助員の配置

肢体不自由で車椅子等を使用する児童・生徒が
学校生活を円滑に送るために介助員を配置す
る。

介助が必要な児童生徒１８名に対して、学
校生活を円滑に送るために介助員２３名を
配置した。

Ｂ 教育相談センター

5
地域における医療的ケ
ア児の支援体制の整備

保育、教育、福祉、保健、医療等の関係機関が連
携を図るための協議の場の設置を検討するとと
もに、医療的ケア児が適切な支援を得られるよう
支援体制の整備を進める。
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　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために
　基本施策５　生活困難世帯に対する支援の推進

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

1
ひとり親家庭相談の充
実

ひとり親家庭に関する相談に応じ、関係機関の紹
介などを行う。

電話・面接・同行訪問等による支援・相談、
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付の
進達事務。
相談件数　77人（新規）
相談内容　生活援護（貸付、社会資源、生
活相談等）延べ１57件
自立援助（家庭内紛争、離婚問題、就業支
援、他）延べ396件

Ｂ こども支援課

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部及び児童
扶養手当を支給するとともに、児童扶養手当受
給者に対してＪＲ通勤定期乗車券の割引制度の
利用に必要な証明書の発行を行う。

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支
援し、福祉の増進を図るため、医療費の一
部を支給した。
支給件数　24,032件
支給額　61,024,813円

ひとり親家庭等に対して児童扶養手当の
支給を行った。
受給者数　766人
支給額　413,005,410円

児童扶養手当の受給世帯員に対し、ＪＲ通
勤乗車券の割引制度を利用する際に必要
となる「特定者資格証明書」及び「特定者定
期乗車券購入証明書」を発行した。
発行件数
特定者資格証明書　16件
特定者定期乗車券購入証明書　67件

Ｂ こども給付課

経済的な理由により就学が困難と認められる場
合に、保護者に対し、小・中学校で掛かる経費（学
用品費、学校給食費、林間学校費、修学旅行費
等）を支給する。

小学校
　認定数　789人
　決算額　52,490,144円

中学校
　認定数　456人
　決算額　57,803,396円

合計
　認定数　1,245人
　決算額　110,293,540円

Ｂ 学務課

3
保護が必要な母子家
庭への支援

保護の必要が認められる（自立が困難等）母子家
庭又は母子に準じる家庭に対して母子生活支援
施設への入所措置を行う。

・母子の生活支援施設
　入所　２世帯　計４名

Ｂ こども支援課

2
ひとり親家庭等に対す
る経済的支援

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した
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　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために
　基本施策５　生活困難世帯に対する支援の推進

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

4
ひとり親自立支援プロ
グラムの策定

児童扶養手当受給者の自立を促進するため、ひ
とり親自立支援プログラム策定員が個々のひとり
親家庭の実情に応じた自立支援プログラムを策
定する。また、必要に応じて生活保護受給者等就
労支援事業を活用し、公共職業安定所等と緊密
に連携し、きめ細やかで確実な就業・自立支援を
行う。

・ひとり親自立支援プログラム策定（新規）
件数　6件
支援件数
相談後就職・転職：延べ2件、ハローワーク
への支援要請：延べ0件、他福祉制度等利
用者：延べ4件、ハローワークへの同行支
援：延べ0件
・ひとり親自立支援プログラム策定（継続）
件数　13件
支援件数
相談後就職・転職：延べ3件、ハローワーク
への支援要請：延べ0件、他福祉制度等利
用者：延べ9件、ハローワークへの同行支
援：延べ0件

Ｂ こども支援課

5
ひとり親家庭への就業
支援

雇用保険制度に基づく教育訓練給付を受ける資
格の無いひとり親家庭の父又は母に対し、就職に
必要な資格などを得るための教育訓練講座受講
費用の一部を支給する。また、ひとり親家庭の父
又は母の就労に直結する資格取得を促進するた
め、１年以上養成機関などで修業する場合に生活
を支援する目的で給付金を支給する。

・新座市ひとり親家庭自立支援教育訓練給
付金事業
事前相談14件、指定申請3件、支給申請2
件
・新座市ひとり親家庭高等職業訓練促進資
金給付金等事業
支給人数：10人、支給月：延べ87月、修了
支援給付：3件

Ｂ こども支援課

生活困窮状態の世帯の子どもの学びをサポート
するため、学習支援事業を実施する。

学習教室実施回数　  　　 49回
参加者実人数（中学生）　 12人
家庭訪問による支援　　 　52人

Ｂ 生活支援課

被保護世帯等の子どもが健全に育成されるよう、
生活習慣や育成環境の改善等を支援するため、
子ども育成支援相談員を配置する。

支援世帯（実世帯数）　16世帯

支援目的（延べ世帯数）
（１）幼児養育　27世帯
（２）学校家庭　11世帯
（３）進路進学　5世帯
（４）健康問題　0世帯
（５）住環境　0世帯
（６）生活全般　0世帯
（７）その他　0世帯

活動内容（延べ回数）
（１）訪問指導　１43回
（２）来所助言　58回
（３）経過観察　1，015回
（４）関係機関との連携　1,026回
（５）病状調査　0回
（６）ケースカンファレンス　0回
（７）その他　 25回

Ｂ 生活支援課

6
生活困窮世帯及び生
活保護世帯の子どもへ
の支援
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　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策１　安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

第１子出産予定の母親とその家族を対象に、妊
娠、出産、育児について学ぶ場を提供すること
で、育児不安の解消や地域の仲間づくりに寄与
する。また、妊娠期、授乳期の食生活の改善と望
ましい食事に関する学習の機会を設ける。

第一子出産予定の妊婦とその家族を対象にパ
パママ学級を8回開催し、延べ３０４人が参加し
た。
また、参加を見合わせたい方で学級テキストを
希望する妊婦には、郵送対応を行った。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症の感染拡
大を契機に年４コース（２回／コー
ス）の内容及び定員を縮小してい
る。令和5年度よりも回数を4回縮小
しているが、1回当たりの定員を増加
し、1年の定員は同等となっている。

保健センター

生後２～４か月の第１子を持つ保護者を対象に、
育児に関する知識や地域の情報を学ぶ場を提供
する。

生後2～４か月の第１子を持つ保護者を対象
に、育児学級を１２回開催し、延べ２００人が参
加した。
また、参加を見合わせたい方で学級テキストを
希望する保護者には、郵送対応を行った。

Ｃ

育児学級については、保護者いずれ
か一人の参加からコロナ前の保護
者２名（両親）での参加を再開したこ
とにより参加者増となった。

保健センター

夫婦が協力して出産、育児に臨めるよう父親の育
児参加を促進する。

第一子出産予定の妊婦とその家族を対象にパ
パママ学級を8回開催し、延べ３０４人が参加し
た。
生後2～４か月の第１子を持つ保護者を対象
に、育児学級を12回開催し、延べ２００人が参
加した。
また、参加を見合わせたい方で学級テキストを
希望する両学級の対象者には、郵送対応を
行った。
延べ参加者数　５０４人
主な事業：パパママ学級、育児学級等

Ｃ

パパママ学級は新型コロナウイルス
感染症の感染拡大を契機に年４コー
ス（２回／コース）の内容及び定員を
縮小している。令和5年度よりも回
数を4回縮小しているが、1回当たり
の定員を増加し、1年の定員は同等
となっている。
育児学級はコロナ新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を契機に2回
コースから1回コースでの開催となっ
ているが、保護者いずれか１名の参
加から保護者２名（両親）での参加を
再開したことにより参加者増となって
いる。

保健センター

2
子育て支援に関する総
合案内

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や、保
健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できる
ように、身近な場所で相談や情報提供等を行うと
ともに、関係機関との連絡調整、連携の体制づく
りを行う。

地域子育て支援センター１１か所のうち３か所に
1人ずつ子育て支援コーディネーターを配置
し、子育て家庭等の相談を受けて、子育て支援
に関する情報の提供、子育て支援サービスや
保育所等の利用についての助言・支援を行っ
た。

Ｂ こども支援課

3
地域における子育て相
談及び交流拠点の充
実

乳幼児とその保護者、妊婦同士の交流や、子育て
についての相談、助言等の支援を行う拠点の内
容の充実を図る。

市内１１か所の地域子育て支援センターにおい
て、乳幼児とその保護者、妊婦同士の交流や子
育てについての相談、助言等の支援を行った。

Ｂ こども支援課

4
乳幼児に関する相談の
充実

保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士が子どもの
発育・発達、育児、栄養や歯みがきのことなどの
相談に応じる。

保健センターにて、保健師、助産師、栄養士、歯
科衛生士による相談を年１２回実施した。
相談者数　197人
（内訳：乳児　127人、幼児　70人）

Ｂ 保健センター

5
母子健康手帳交付時
の助産師による面談

保健センター及び市役所での妊娠届出時に保健
師、助産師が面談を行い、妊婦の悩みや不安を
把握することで妊娠初期からの支援につなげる。

保健センター及び市役所こども支援課窓口で
の妊娠届出及び母子健康手帳交付時に、妊娠
中の体調や出産、産後について心配が軽減さ
れるよう、母子保健コーディネーターによる面
接、相談を実施した。
・面接交付件数（妊婦）　　　  １，０９０件
・要支援妊婦数（継続支援）　３２４人

Ｂ 保健センター

6 父子手帳の配布
妊娠、出産、育児に対する心構え、協力の仕方な
ど父親向けの育児情報を提供する。

必要な育児知識の普及を図るとともに、積極的
な育児参加を促すため、妊娠届出時に希望者
へ配布した。
配布数　４76冊

Ｂ 保健センター

7
妊婦健康診査受診費
用の負担軽減

妊婦健康診査の受診率を高めることを目的に、
妊娠届出時に、母子健康手帳と併せて１４回分の
妊婦健康診査助成券を交付する。

妊娠届出及び母子健康手帳交付時に、妊婦健
康診査助成券を交付し、委託医療機関及び委
託助産院において健康診査を実施した。
妊婦健康診査
　受診者数　１～１４回目　延べ11,832人
　その他の検査等
受診者数       延べ　８,４９６人
 (１)Ｂ型肝炎抗原検査（ＨＢＳ）  　　　 981人
 (２)Ｃ型肝炎抗体検査（ＨＣＶ) 　　　 981人
 (３)ＨＩＶ抗体検査                 　　  981人
 (４)子宮頸がん検査              　　　927人
 (５)ＨＴＬＶ－１抗体検査          　　　952人
 (６)性器クラミジア検査           　　　961人
 (７)風疹ウィルス抗体検査        　　　980人
 (８)多胎児助成金　　　　　　　　      　　　2人
 （９）新生児聴覚スクリーニング検査　 863人
 （１０）産婦健康診査　　　　　　　　　　   ８６８人

Ｂ 保健センター

8
乳児がいる全ての家庭
への訪問サポート

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を保健
師や助産師が訪問し、乳児の体重測定、育児や
母親の体調に関する相談及び母子保健サービス
の情報提供を行う。

生後４か月までの乳児がいる家庭を対象に、保
健師や助産師が訪問し、乳児の体重測定、育
児や母親の体調に関する相談及び母子保健
サービスの情報提供を行った。
訪問件数　922件

Ｂ 保健センター

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／休止
又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

1
第１子を迎える家庭へ
の支援

13 ページ



　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策１　安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課
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【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／休止
又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

9
子育て相互援助活動
の充実

ファミリー・サポート・センターに登録している会員
同士で子どもの送迎や預かりなどの援助を行う。
全ての援助希望に対応できるよう、援助会員の
拡充を図る。

ファミリー・サポート・センター事業において会
員同士の相互援助活動及び援助会員登録に
必要な講習会を実施した。。
また、引き続き、ＮＰＯ法人に委託して緊急サ
ポート事業を実施した。

Ｂ こども支援課

10
産前・産後期の母親へ
のサポート

妊娠・出産、子育てに関する悩み等に対して、看
護師、保健師、助産師等の専門職が、不安や悩み
を傾聴し、相談支援（寄り添い）を行う。
また、地域の母親同士の交流を促し、妊産婦が家
庭や地域における孤立感を軽減し（孤立感の解
消）、安心して妊娠期を過ごして、育児に臨めるよ
うサポートする。

助産師が産後の体調や育児などの相談支援を
行った。
　産前・産後サポート事業
　　参加型　　　　　　２９件
 産後ケア事業
　　アウトリーチ型　３１１件
　　※　第３次は『産後ケア事業』に入力
　
パパママ学級及び育児学級のプログラムにお
いて、参加者同士の交流目的のフリートークタ
イム等を設けているが、感染状況を注視しなが
ら実施した。
パパママ学級：延べ304人
育児学級：延べ200人

Ｃ

パパママ学級は新型コロナウイルス
感染症の感染拡大を契機に年４コー
ス（２回／コース）の内容及び定員を
縮小している。令和5年度よりも回
数を4回縮小しているが、1回当たり
の定員を増加し、1年の定員は同等
となっている。
育児学級については、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大を契機に2
回コースから1回コースでの開催と
なっているが、保護者いずれか１名
の参加から保護者２名（両親）での
参加を再開したことにより参加者増
となっている。

保健センター

11 産後育児のサポート
出産後から生後２か月未満の子どものいる家庭
を対象に、沐浴や授乳等の育児に関わるサポート
を行う。

ファミリー・サポート・センター事業において産
後育児サポートを実施した。
実施回数０回、利用人数０人

Ｂ こども支援課

12 産後家事のサポート
退院後１か月以内の母親のいる家庭で、親族など
から家事援助が望めない家庭に対し、ホームヘル
パーを派遣する。

社会福祉協議会、埼玉福祉会及びヘルパース
テーションすいれんに委託して、親族などから
家事援助が望めない出産直後（退院日を含め
て３０日以内）の母親のいる家庭にヘルパーを
派遣し家事援助を行った。
派遣件数15件、合計派遣日数99日間

Ｂ こども支援課

13
乳幼児健康診査及び
歯科検診の充実

乳幼児を対象に健康診査及び歯科健診を実施
し、発育・発達状況の確認、疾病の早期発見及び
育児不安の軽減や解消を図る。

3～4か月児健診、９～１０か月児健診を個別健
診で実施。１歳６か月児健診、３歳児健診を混
雑回避のため、日時を指定して集団健診で実
施した。
受診者数　※（）内は受診率
３～４か月児健診　９37人（9８.９%）
９～１０か月児健診　1,032人(96.0%)
1歳6か月児健診　1,051人(97.9%)
１歳６か月児歯科健診 １,051人
３歳児健診　1,０９１人(9６.４%)
３歳児歯科健診　1,０９１人
フッ化物塗布　８９９人(希望者）
2歳児歯科健診　105人
フッ化物塗布  103人

Ｂ 保健センター

14
１歳６か月児健康診査
事後指導（ころころクラ
ブ）

１歳６か月児健康診査後の、継続的な支援が必要
な幼児及びその保護者に対し、集団遊びや個別
相談を実施する。

令和5年度までは年齢及び発達に応じて２つの
グループに振り分けて実施していたが、新型コ
ロナウイルス感染症の蔓延等により利用者が
減少。また、児童発達支援事業所の増加の影
響もあり、その後の利用者数の回復がみられな
かったため、令和６年度から１グループでの運
営に変更して実施した。

実施回数１１回
参加実人数10人　参加延べ人数３１人

Ｂ 保健センター

15
３歳児グループ指導
（でんでんむしの家）

発達支援や育児支援が必要な児童及びその保護
者に対して、集団指導や相談活動を通した支援を
行う。

ー Ｅ
アシタエールや児童発達支援事業
所等で同等のサービスを提供するこ
とが可能なため。

こども支援課

16
３歳児グループ指導事
後フォロー（とんぼグ
ループ）

でんでんむしの家の卒業児及び３歳児、４歳児で
家庭児童相談員と関わりのある親子を対象に、
個別的、集団的なプログラムを実施し、子どもの
成長を促す。

ー Ｅ
アシタエールや児童発達支援事業
所等で同等のサービスを提供するこ
とが可能なため。

こども支援課
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　基本施策１　安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援
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育児、養育や成長に伴って発生する問題等につ
いて、専門の相談員が相談に応じる。

家庭における適切な児童の養育と養育に関し
て発生する児童の問題の解決を図るため、家
庭児童の福祉に関して相談を受けた。

相談件数延べ７，７７１件

Ｂ こども支援課

１歳６か月児健康診査や３歳児健康診査の会場
で保護者からの相談に応じる。

１歳６か月児健康診査の会場で保護者からの
相談に応じた。

Ｂ こども支援課

保健センターで実施する健康診査（１歳６か月児
健康診査や３歳児健康診査）を視察し、乳幼児の
発達を知り、乳幼児保育に役立てる。

市内公立保育園（６園）及びアシタエールの保
育士による健康診査の視察を実施した。

Ｂ 保育課

18 養育に関する訪問支援
子の養育に関して特に支援が必要である家庭を
訪問し、育児、家事などの支援を行う。

利用者数　０件
支援者研修会１回実施

Ｂ こども支援課

19
子どもの短期間の預か
り事業の実施検討

保護者の疾病等の理由により、家庭での養育が
困難になった子どもを対象とした短期間預かり事
業の実施を検討する。

適切にサービスを実施できる施設がないことか
ら、児童相談所の一時保護で対応する。
利用者数１１件

Ｂ こども支援課

多胎児育児に関する情報や交流の場を提供す
る。

NPO法人にいざ子育てネットワーク主催の
「びーんずサロン」案内を保健事業等で周知す
るとともに、家庭訪問や面接等で個別に支援を
実施した。
また、母子健康手帳交付時に、多胎児育児に
関するリーフレットを配布した。

Ｂ 保健センター

産後育児サポート事業や子育て支援ヘルパー派
遣により、多胎児の子育てを支援する。

ファミリー・サポート・センター事業による産後
育児サポート事業及び社会福祉協議会、埼玉
福祉会及びヘルパーステーションすいれんに委
託して行う子育て支援ヘルパー派遣事業を実
施した。
多胎児世帯の利用件数　２件

Ｂ こども支援課

20
双子、三つ子などの多
胎児の親への支援

17
育児、養育に関する支
援
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　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために
　基本施策２　子育てしやすい環境の整備

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

1
男女共同参画意識の
啓発

就業の場における男女共同参画意識の醸成と浸
透を図るため、事業所に対して啓発を行う。また、
男女共同参画に関する諸情報を提供するととも
に、市民の意識高揚と理解を図るため講座や講
演会等を開催する。

・男女共同参画パネル展を実施した。
・男女共同参画週間に合わせて、男女共同参
画週間の懸垂幕を設置した。
・男女共同参画情報紙「ＦOR　ＹOU」を発行し
た。
・男女共同参画関連講座を実施した。

Ｂ 人権推進室

イクボス宣言及び育児休業取得者を囲んで意
見を交換する座談会を実施し、男性職員の育
児休業取得を促進した。

Ｂ 人事課

啓発用パンフレットの配布を通じて市内事業所
等に対して、適宜啓発を行った。

Ｂ 産業振興課

3
授乳及びおむつ替えス
ペースやキッズコー
ナーの提供

授乳及びおむつ替え等の対応可能な施設を「赤
ちゃんの駅」として指定するとともに、新たに公共
施設を開設する場合は、キッズコーナーの設置を
検討する。

「赤ちゃんの駅」について、市のホームページ等
で周知を図った。

Ｂ こども支援課

4
児童遊園、公園の整
備・充実

子どもの安全な遊び場を確保するため、児童遊
園、公園の整備・充実を図る。

公園等の整備及び施設のリニューアルを行った。
《公園整備費用》　484,063,682円
⑴施設修繕料
7,634,682円
⑵遊具等撤去工事
1,225,070円
⑶都市公園等維持補修諸工事
4,867,500円
⑷都市公園等改良改修諸工事
17,035,150円
⑸残土等処分工事
6,490,000
⑹都市公園等新設工事
446,787,300円
⑺電話配線等工事
23,980円
《児童遊園整備費用》　29,367,230円
⑴施設修繕料
4,612,217円
⑵児童遊園遊具等撤去工事
871,750円
⑶児童遊園改良改修工事
4,040,000円
⑷児童遊園維持補修諸工事
2,497,000円
⑸児童遊園改良改修諸工事
17,346,263円

Ａ

大和田水辺の丘公園の整備事業に
ついては、令和４年度から整備を進
め、令和６年７月に水遊び遊具のあ
る西エリアが完成しプレオープンし
た後、令和７年３月には東エリアを含
めた全エリアが完成しグランドオー
プンした。整備事業の実施にあたっ
ては、整備検討協議会をはじめ広く
市民の意見を設計や運営方針に反
映させた。市域北部の中核公園とし
て整備を完了させたことは、憩いの
場としての役割を果たすとともに、地
域の賑わいの創出に寄与する成果
を得ることができた。

みどりと公園課

市内４３か所の集会所を利用に供した。 Ｂ 地域活動推進課

児童センター及び地域子育て支援センターに
おいてサークルの育成支援及び活動支援を実
施した。

Ｂ こども支援課

講座数０ Ｄ
子育てサークルとして設立されたの
で、６年度は実施していない。

中央公民館

- Ｅ
令和３年度から、財政悪化による新
座市スポーツ協会への補助金削減
等の影響により、事業を廃止とした。

生涯学習スポーツ課

講座数　24講座
回数　３7回
延べ参加者数　585人
主な講座：子育て応援講座、オータムコンサー
ト、世界の料理講座等

Ｂ 中央公民館

乳幼児連れの親子が気兼ねなく図書館を利用で
きるように「赤ちゃんタイム」を設ける。

「赤ちゃんタイム」を実施した。
・　中央図書館
　実施回数：１２回、
　参加者：大人４４人、子ども４６人
・　福祉の里図書館
　実施回数：１２回
　参加者：大人６０人、子ども６０人

Ｃ

新型コロナ拡大前の事業形式で再
開したが、中央図書館の開催回数は
月１回となっており（休止前は月２
回）、事業の参加者及び回数は以前
と比べ少なくなっている。

中央図書館

乳幼児連れ親子を対象としたプラネタリウム上映
会を開催する。

乳幼児連れ親子を対象にプラネタリウム上映
会を開催した。
事業名：ベビープラネタリウム
開催月：8月以外毎月
参加者：子ども３４５人、大人２５９人

Ｂ こども支援課

6
講座等における預かり
保育の実施

子育て中の親が講座や体育教室に参加しやすい
ように、預かり保育を実施する。

7
乳幼児親子が参加しや
すいプログラムの提供

5
子育てサークル等への
活動の支援

公民館、児童センター、集会所などにおいて、子
育てサークルが活動する場所を提供する。

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／休止又は
中止した　Ｅ：事業を廃止した

2
男性の育児休業取得
の推進

男性の育児休業取得を推進するため、事業所及
び市職員に対して啓発を行う。
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　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策１　地域における子育て支援のネットワークづくり

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

子育て中の親に必要な様々な情報（子育て支援
サービス、公共施設、幼稚園・保育園等）を掲載し
た「子育て情報誌」を発行するとともに、メールマ
ガジンで子育てに関する情報を配信する。

子育てに関する情報を集約した「子育て情
報誌」を年1回、5,000部発行し、データ版
を市のホームページに掲載した。※広告掲
載による無料発行
また、市のホームページや子育て応援サイ
ト、LINE等で子育てに関する情報を発信
した。

Ａ

子育てに関する情報を集約した
「子育て応援サイト」を新設し、
知りたい情報を探しやすい
仕組みを作った。

こども支援課

子育てに関する様々な資料を集約した「子育て支
援コーナー」を図書館に設置する。

中央図書館、福祉の里図書館に「子育て
支援コーナー」を常設した。

Ｂ 中央図書館

2
ふれあい地域連絡協
議会活動への支援

地域ぐるみで子どもたちの健やかな成長を図るこ
とを目的に、地域内の学校、各種団体、関係機関
等によるふれあい地域連絡協議会の活動を支援
する。

各中学校区ふれあい地域連絡協議会が
行う活動を支援するため、補助金を交付し
た。

Ｃ
一部の中学校区ふれあい地域連絡
協議会は活動を休止している。

生涯学習スポーツ課

保育園の園庭を開放し、保育園の子どもと地域
の子どもがふれあいながら遊び、交流を図る。

毎週水曜日9:30～11:00の間、公立保育
園６園の園庭を開放し、保育園の子どもと
地域の子どもがふれあいながら遊び、交
流を図った。

Ｂ 保育課

地域の親子や高齢者が、もちつきなどの行事やレ
クリエーションを通して、保育園の子どもと交流を
図る。

地域の親子や高齢者と保育園の子ども達
が、餅つきなどの行事やレクリエーションを
通して、世代間・異年齢児による交流を
図った。

Ｂ 保育課

幼保小連携推進協議会の予定に沿って、
小学校教職員や保育士等が協力し、小学
校教育への移行や卒園までの達成目標等
について協議する等の研修を行う。また、
卒園前の園児が近隣の小学校を訪問する
交流体験についても、実施した。

Ｂ 保育課

各ブロックによる打合せの機会を設定し、
7月～1月を目安に各小学校ブロックで連
携事業を行った。
実績報告（交流実践事例集）、５歳児向け
リーフレットを作成、配布した。

Ｂ 教育支援課

地域の子ども及び妊産婦が安心して暮らせるよ
うに、民生委員・児童委員が相談に応じるととも
に、見守りや適切なサービスへの橋渡しを行う。

市民や市内小中学校からの相談に応じ、
見守りや適切なサービスへの橋渡しを
行った。

Ｂ 福祉政策課

主任児童委員連絡会議の開催、児童福祉部会で
の子育てに関する講演会や児童施設の見学研修
などにより、児童の健全育成に関わる委員の資質
向上を図る。

埼玉県社会福協議会が主催する研修へ参
加し、各委員の資質を高めた。
・埼玉県社会福祉協議会主催研修　１回
・主任児童委員研修　１回
・主任児童委員連絡会議　１回
・会長・主任児童委員会議　1回

Ｂ 福祉政策課

３年に１度の一斉改選後には、活動内容（子育て
支援ほか）を紹介する「民生委員・児童委員だよ
り」を各家庭に配布する。

各担当地域において、必要に応じて「民生
委員・児童委員だより」を配布した。

Ｂ 福祉政策課

6
地域における学校外活
動（新座っこぱわーあっ
ぷくらぶ）の運営

地域の教育力の活性化と子どもたちの地域にお
ける学校外活動の一層の充実を図るために、地
域住民の協力により自然体験、社会体験、スポー
ツなどの体験活動や、学習活動を実施する様々
なクラブを運営する。

市内の市立小学校の特別活動教室や体
育館、児童センターなどを会場として、文
化、学習、スポーツ、体験活動のジャンル
で28のクラブを開設し、年間（９月～３月）
を通じて活動を行った。
延べ参加登録者数：451人

Ｂ 生涯学習スポーツ課

5
民生委員・児童委員に
よる児童健全育成の取
組

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／休止
又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

1 子育て情報の提供

3
保育園における地域と
の交流

4
幼保小交流研修会の
充実

小学校への円滑な移行や、卒園までの達成目標
等について幼稚園、保育園及び小学校の職員が
協議する。また、近隣の小学校に卒園前の園児が
訪問する交流体験を行う。

17 ページ



　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策１　地域における子育て支援のネットワークづくり

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／休止
又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

7
青少年市民会議の活
動の推進

青少年の健全な育成を市民総ぐるみで推進する
ことを目的に、この会議の趣旨に賛同する者、青
少年関係団体、関係機関をもって組織し、心の声
かけ運動など様々な活動を行う。

ー Ｅ

発足後３０年が経過し、青少年を取
り巻く環境は大きく変化し、主体団
体がなくとも青少年の健全育成を果
たすことができるのではないかと考
えられ、必要な事業は関連団体へ継
承し、団体解消となった。

生涯学習スポーツ課

8
PTA・保護者会連合会
活動への支援

市内公立小・中学校の保護者及び教職員が一体
となり、児童・生徒の福祉の増進と学校教育の振
興に寄与するとともに、会員相互の研修と連絡協
議を図ることを目的とした「新座市PTA・保護者
会連合会」の様々な活動を支援する。

新座市ＰＴＡ・保護者会連合会に対し、補
助金の交付のほか、様々な活動を支援し
た。

Ｂ 生涯学習スポーツ課

9
学校・保護者・地域によ
る学校づくりの推進（コ
ミュニティ・スクール）

地域ぐるみで児童の安全・健全育成を目指し、学
校評議員、PTA、学校応援ボランティア団体等の
活性化を進め、学校を総合的に支援する学校運
営協議会の充実に取り組む。

新座市内の全小・中学校が、コミュニティ・
スクールとなり、学校運営協議会を年間５
回程度実施した。また、2月2０日は、地域
学校協働活動推進の観点から、文部科学
省ＣＳマイスターを招き講演会を実施し
た。地域学校協働活動と学校運営協議会
の役割について改めて整理し、各々の利
点を生かした一体的推進について様々な
視点から考えることで本事業を進めていく
ことの意義について理解がより深まった。
各小・中学校にとって、地域と一体となった
学校づくりは、教育効果が高い。そのた
め、本事業の推進は、大変意義深い。

Ｂ 学務課

10
保護者・地域住民によ
るボランティア活動の
推進（学校応援団）

学校において学習活動、安心・安全確保、環境整
備などを行う保護者・地域住民によるボランティ
ア活動を推進する。

学校における学習支援活動、安心・安全確
保、環境整備などについてボランティアとし
て協力・支援を行う保護者・地域住民の活
動を推進した。

Ｂ 教育支援課

11
住民による支えあいの
仕組づくり

既存の社会資源を活用しながら、「自助」「互助」
を基本とした子ども、高齢者、障がい者等、誰も
が関わる住民主体による生活支援が創出される
よう「生活支援コーディネーター」の配置等の取
組を進める。

第１層協議体１か所、第２層６か所を設置
するとともに、生活支援コーディネーターを
第１層に３人、第２層に６人配置し、支えあ
いの仕組みづくりを推進した。
また、地域の支えあいに向けた地域課題
の協議、サービスの担い手の養成等を
行った。
・協議体開催回数
第１層協議体　3回
第２層協議体　65回

Ａ
新座市社会福祉協議会に生活支援
体制整備事業を委託し、生活支援
コーディネーターの増員を図った。

福祉政策課

12
母子愛育会活動への
支援

母と子の保健を中心に地域の子育て支援を推進
している母子愛育会の活動を支援する。

ー Ｅ

昨今の新型コロナウイルス感染症の
拡大や、会員数の減少により、事業
継続が困難となったため、令和３年
度をもって、新座市母子愛育会を解
散することになった。

保健センター

13
食生活改善推進員協
議会活動への支援

健康づくり及び食育を推進している食生活改善
推進員協議会の活動を支援する。

食生活改善推進員協議会の定例会は、６
回実施、延べ1２２名参加。
主催する各種料理教室：
手打ちうどん講習会2回開催43名参加、
野菜料理講習会1回開催2１名参加、フレイ
ル予防料理教室1回開催１９名参加、骨粗
しょう症予防料理講習会１回開催２１名参
加、子ども料理教室１回開催１８名参加。

Ｂ 保健センター

14
食育推進リーダーの活
動への支援

地域での食育を支援している、にいざ食育推進
リーダーの活動を支援する。

にいざ食育推進リーダーの定例会は、10
回実施、９１名参加。
健康まつりで、お絵描きパンケーキ体験と
食育紙芝居と野菜クイズを実施。お絵描き
パンケーキ体験は２４名参加、食育紙芝居
は6２名参加、野菜クイズは２７５名参加。
夏休みイベントとして、紙芝居とお絵描き
パンケーキ作りを開催し、３８名参加。
野菜レシピ作成を再開し、レシピをそれぞ
れの季節に合わせ４回作成し、掲示及び
配布した。
長寿はつらつ課とコラボメニューを作成
し、動画撮影も協力。

Ｂ 保健センター
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　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策２　青少年を支援する取組

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

1 青少年団体への助成
青少年の健全な育成と青少年教育の振興に資す
ることを目的とした活動団体に対して助成を行
う。

青少年の健全な成長に必要な資質の習得
の機会を図っている団体に対して助成を
行った。

Ｂ 生涯学習スポーツ課

若年妊産婦への相談、訪問を実施すると
ともに、思春期に関する相談時には、関係
機関への相談や病院受診等を勧奨した。

Ｂ 保健センター

教育相談室に教育相談員５名と学校カウ
ンセラー3名、スクールソーシャルワーカー
３名を配置し、特に学童期･思春期におけ
る心の問題について電話や来談による相
談体制の充実を図った。

Ｂ 教育相談センター

3
いじめ等の青少年の問
題行動への対策

いじめ等の青少年の問題行動へ対応するため
に、各中学校にさわやか相談室を開設し、相談活
動を行うとともに、教師がカウンセリングマインド
を持って積極的な生徒指導を行うよう学校カウン
セリング研修会を開催する。

中学生及びその保護者等からの述べ相談
件数 １７,０５５件と昨年度より７００件近く
増加した。

Ｂ 教育相談センター

4
職場体験学習事業の
推進

キャリア教育の視点である「生きること、学ぶこ
と、働くこと」の大切さを学習する機会とするた
め、全市立中学校の２年生が３日間、地域の中で
様々な職場体験学習活動に取り組む。

令和6年度については、中止とした。 Ｄ
コロナ禍で実施できていなかったこ
とによる受け入れ体制等の諸条件が
整わなかったため。

教育支援課

2
思春期保健に関する相
談の実施

学童期・思春期における心の問題に関する相談
に応じる。

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／休止
又は中止した　Ｅ：事業を廃止した
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　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策３　安心して外出できる環境の整備

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

市道第１１１号線歩道暫定整備工事（こもれ
び通り）を実施しました。

Ｂ 道路河川課

実績なし。 Ｄ 案件が発生しなかったため。 教育総務課

市内通学路の交差点等に交通指導員を配置す
る。

児童生徒の交通安全を図るため、市内通
学路の交差点等に交通指導員を配置し
た。
・交通指導員：２６か所
・交通マナー案内員：２９か所
・代替員：３か所

Ｂ 教育支援課

小学１年生全員を対象に交通安全教室を実施す
る。
元気の出るまちづくり出前講座として幼稚園、保
育園、小・中学校等の要望に応じて交通安全教
室を開催する。

・小学校新入学児童に対して交通安全の
リーフレット及び反射リストバンドを配布
し、啓発活動を行った。
・子どもたちを交通事故から守るため、小
学１年生全員を対象に交通安全教室を実
施した。
・元気の出るまちづくり出前講座として幼
稚園、保育園等の要望に応じて交通安全
教室を実施した。

・新入学児童交通安全教室 17校（1,302
人）
・交通安全教室　１５団体（幼稚園　１1団体
（1,109人）、その他　1団体（10人））

Ｂ 交通政策課

交通安全推進協議会が四半期ごとに交通安全運
動、交通事故防止運動を実施する。

市、新座警察署を始めとする交通安全関
連団体、機関により組織する交通安全推
進協議会により、四半期ごとに交通安全運
動、交通事故防止運動を実施した。

Ｂ 交通政策課

交通事故等の防止のため、電柱等に交通安全に
関する看板を設置するとともに、道路照明灯を整
備する。

交通事故等の防止のため、電柱等に交通
安全に関する看板を設置した。

Ｂ 交通政策課

交通事故等の防止のため、電柱等に交通安全に
関する看板を設置するとともに、道路照明灯を整
備する。

夜間の交通事故防止のため、必要に応じ
て、道路照明灯を整備した。
設置基数：１８基
設置工事額：1,941,610円

Ｂ 道路管理課

生活道路での安全確保のため、新座警察署と連
携し、車両の進入抑制、速度抑制を図る。

生活道路での安全確保のため、新座警察
署と連携し、車両の進入抑制・速度抑制を
図った。

Ｂ 交通政策課

4
市立小・中学校学校防
災マニュアルの活用

災害時における学校の教職員、児童・生徒の基本
行動について、マニュアルを活用して共通理解を
図る。

災害時における学校の教職員、児童生徒
の基本行動について共通理解を図る。

Ｂ 教育支援課

3
交通事故防止等の取
組

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した

1
公共施設等のユニバー
サルデザイン化の推進

埼玉県福祉のまちづくり条例の規定に基づき、道
路や公共施設のユニバーサルデザイン化を進め
る。
障がいのある児童・生徒に対応するため学校施
設のバリアフリー化を進める。

2
交通安全推進・啓発の
取組
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　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策４　子どもを犯罪等の被害から守るための取組の推進

No. 事業名 事業内容 実績（Ｒ６） 進捗度（Ｒ６） 理由（進捗度） 担当課

1
非行防止等の児童健
全育成事業の充実

非行防止啓発活動、文化、スポーツ等コミュニ
ティ活動、青少年活動指導者の育成等を通じた
健全育成対策を推進する。また、子どもの権利を
侵害する児童買春、児童ポルノ等を防止するた
めの意識啓発を図る。

青少年育成推進員会の実施する各種イベ
ントを通じ、青少年健全育成活動を推進し
た。

Ｂ 生涯学習スポーツ課

2 情報モラル教育の推進
市立小・中学校において、情報モラル教育を推進
する。

各教科の授業において、クラウド型の授業
支援システムを活用し、協働的な学びを推
進した。自他の考えや権利を尊重した協働
の在り方を指導することにより、情報モラ
ルを身に付けさせることができた。また、授
業内でインターネットを活用して自らの関
心事項を調査する場面も増加してきてい
るが、ファクトチェックを必ず行わせること
により、情報活用能力の向上にも努めた。
情報モラル教育は家庭との連携が必要不
可欠であることから、保護者に対する啓発
も随時行った。

Ｂ 教育支援課

安心・安全なまちづくりのため、警察、学校、地域
の市民などと連携し、子ども１１０番の家の設置や
学校付近のパトロール活動を実施する。

パトロール延べ実施回数：2,730回
パトロール延べ参加人数：3,241人

Ｂ 生涯学習スポーツ課

安心・安全なまちづくりのため、警察、学校、地域
の市民などと連携し、子ども１１０番の家の設置や
学校付近のパトロール活動を実施する。

市立各小学校から提出された地域安全
マップで、子ども１１０番の家が設置されて
いることを確認した。
また、パトロールについては、学校応援団
のボランティア活動と協力し、行った。

Ｂ 教育支援課

また、ＰＴＡ保護者会、町内会の防犯活動を支援
するとともに、防犯灯を設置・管理する町内会に
補助金を交付する。

町内会、ＰＴＡ・保護者会等の自主防犯パ
トロール団体に対する支援として、パト
ロール用資機材の配布希望を調査し、貸
与を行った。

Ｂ 危機管理室

また、ＰＴＡ保護者会、町内会の防犯活動を支援
するとともに、防犯灯を設置・管理する町内会に
補助金を交付する。

町内会が設置・管理する防犯灯について、
補助金を交付した。
・防犯灯設置費補助金
　　設置　１１灯　１７１，３２５円
・防犯灯管理費補助金
　　修繕　４６灯　２９２，３９５円
　　電気料　延べ６，７１２灯
　　　　　　５，327,500円

Ｂ 地域活動推進課

4
学校における安全管理
の取組

学校の安全管理を図るため、不審者対応マニュ
アルを作成し、市立小・中学校に配布する。

学校の安全管理を図るため、全校におい
て不審者対応マニュアルを見直し、研修会
の充実を図った。

Ｂ 教育支援課

3 防犯対策の充実

第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　令和６年度進捗管理表（関連施策）

【進捗度の見方】
　Ａ：事業を拡大して実施した　Ｂ：事業を計画どおり実施した　Ｃ：事業を縮小して実施した　Ｄ：事業を実施していない／
休止又は中止した　Ｅ：事業を廃止した
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